
1 
 

Ⅰ 認知症とともに生きるまち三鷹条例（仮称）（案）の概要 

 

１ 背景 

三鷹市では、「人権を尊重するまち三鷹条例（令和６年三鷹市条例第４号）」を、人権

を尊重するまちづくりの上位規範に位置づけています。また、国においても「共生社会

の実現を推進するための認知症基本法（令和５年法律第６５号）」が制定され、認知症

施策を総合的かつ計画的に進めることが求められています。 

こうした背景を踏まえ、認知症を医療や介護の問題だけでなく地域全体の課題と捉

え、認知症の人を含めた市民一人ひとりが、その個性と能力を充分に発揮し、相互に

人格と個性を尊重しつつ、尊厳と希望を持って暮らし続けられるまちづくりを目指し、

本条例の制定に取り組むこととしました。 

 

2 検討の経過 

条例検討に当たっては、認知症当事者やそのご家族等をはじめ、市内小中学校の

児童・生徒や市民の皆さんへのアンケート調査、認知症対応型グループホーム等にお

けるヒアリング調査等のべ2,766名の多くの方々のご協力を得てご意見等をいただ

きました。これらの結果を踏まえ、三鷹市認知症地域支援ネットワーク会議（市民会議）

において議論を進めてきました。 

  [参考] 「認知症とともに生きるまち三鷹条例（仮称）制定に向けた取組みについて」 

        https://www.city.mitaka.lg.jp/c_service/114/114293.html 

 

３ 条例の方向性 

三鷹市が目指す本条例では、認知症施策を進める上での最も根本的な考え方（基

本理念）と、市、市民、事業者等といったまちづくりを担う各主体の責務や役割を明確

にします。これにより、施策を総合的かつ計画的に推進し、認知症の人が尊厳と希望

を持ち、一人の市民として尊重されながら、住み慣れた三鷹で自分らしく暮らし続け

られる「共生社会」の実現を目指します。 

 

４ スケジュール（予定） 

令和8年 ３月   議案提出 

4月   条例施行 
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   Ⅱ 認知症とともに生きるまち三鷹条例（仮称）（案）の骨子  

 

1 条例の目的 

この条例は、認知症施策についての基本理念を定め、市、市民、事業者等の責務・

役割を明らかにするとともに、施策の基本事項を定めるものです。これにより、認知症

施策を総合的かつ計画的に推進し、認知症の人及び家族等が尊厳と希望を保持し、

地域社会の一員として尊重され、自分らしく暮らし続けられる、ともに生きるまちの実

現に寄与することを目的とします。 

 

2 基本理念 

認知症施策は、次の4点を基本理念として推進します。 

(1) 基本的人権と意思の尊重 

認知症の人及び家族等の基本的人権が尊重され、自らの意思によって自分ら

しく生きることができるよう支援すること。 

(2) 能力発揮と社会参加 

認知症の人が自らの能力を最大限に発揮し、意見表明や社会参加の機会が

確保されること。 

(3) 市民理解と市全体の取組 

全ての市民・事業者等が認知症を「自分事」として捉え、正しい知識と理解を深

め、市全体で取組を推進すること。 

(4) 家族等への支援 

家族等が安心して支援を継続できるよう、負担の軽減や相談支援等の充実を

図ること。 

 

3 市の責務 

市は、基本理念にのっとり、認知症施策を総合的かつ計画的に推進する責務を有し

ます。 

施策の策定・実施に当たっては、認知症の人及び家族等の視点に立ち、その意見を

聴くよう努めるものとします。 
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4 市民及び事業者等の役割 

(1) 市民の役割 

市民は、認知症が身近なものであると認識し、理解を深め、認知症の人や家族

等への支援及び市が実施する施策に協力するよう努めるものとします。 

(2) 事業者等の役割 

事業者等は、基本理念への理解を深め、以下の役割を担うよう努めるものとし

ます。 

ア 認知症の人及び家族等が利用しやすい商品・サービスの提供に配慮するこ

と 

イ 従業者が認知症に関する正しい知識・理解を深めるための教育・研修機会

を設けること 

ウ 認知症の人及び家族等が希望や能力に応じて就労を継続できるよう、必要

な配慮を行うこと 

 

5 基本的施策 

市は、条例の目的を達成するため、以下の施策を講じます。 

(1) 普及啓発、本人発信支援等 

広報や教育等による普及啓発を行うとともに、認知症の人及び家族等が自ら

の体験や意見等を発信する機会の確保を支援します。 

(2) 社会参加の機会の確保 

認知症の人及び家族等が、その希望や関心に応じて、生きがいを持って社会

に参加し、地域において交流することができるよう必要な支援を行います。 

(3) 早期発見・早期支援等 

認知症の人が、その状態に応じた適切な支援を早期から受けることができる

よう、認知症の早期発見及び早期診断に資する施策を講じます。 

(4) 権利擁護・意思決定支援 

認知症の人の権利が守られ、その意思決定が尊重されるよう必要な支援を行 

うとともに、将来の生活や療養に関する希望をあらかじめ示すことができるよう、

必要な取組を支援します。  
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(5) 相談支援の充実 

認知症の人及び家族等が、住み慣れた地域において安心して相談でき、 

必要な情報及び支援を得られるよう支援体制の整備を図ります。 

(6) 家族介護者等支援 

認知症の人の身近な存在である家族等が、関係機関に気軽に相談でき、必要

な支援が受けられる体制の整備を図ります。 

(7) わかりやすいデザインのまちづくり 

認知症の人が安全かつ円滑に社会生活を営むことができるよう、公共の施設

等における、認知症の人の特性に配慮したまちづくりを推進します。 

(8) 研究等の推進 

大学や研究機関等と連携し、認知症に関する先進的な研究・調査を推進し、そ

の成果を施策に活かします。 

(9) 推進計画の策定等 

市は、条例の目的を達成するため、認知症施策に関する計画（推進計画）を定

めます。 

計画の策定・変更に当たっては、市民等の意見を反映させるために必要な措

置を講じるとともに、計画に基づく施策の実施状況を定期的に公表し、施策の透

明性と実効性を確保します。 

 

６ 雑則 

市は、認知症施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるも

のとします。 

 


